
常総市観光物産協会会則 

 

第１章 総 則 

（名 称） 

第１条 本会は，常総市観光物産協会と称する。 

（事務所） 

第２条 本会は，その事務所を常総市役所内に置く。 

（目 的） 

第３条 本会は，常総市の観光事業の健全な発展及び改善を図り，もって地域産業経済 

の振興に資するとともに，公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 

第２章 事 業 

（事 業） 

第４条 本会は，第３条の目的を達成するため，次の事業を行う。 

 （１）観光に関する調査研究 

 （２）観光情報の発信及び観光客の誘致促進 

 （３）観光産業従事者の資質の向上と人材育成及び支援 

 （４）観光土産品の紹介宣伝とブランド商品の開発支援 

 （５）観光施設等の管理運営 

 （６）観光関係機関及び団体との連絡調整 

 （７）各種団体の行う観光事業の奨励 

 （８）その他本協会の目的を達成するために必要な事業 

 

第３章 会 員 

（会 員） 

第５条 本会の会員は，次のとおりとする。 

 （１）正会員 本会の主旨に賛同した者及び本会の事業を援助する個人若しくは法人又

は団体 

 （２）特別会員 本会の事業に特別の功労があった者又は学識経験者で本会が推薦した

者 

（会 費） 

第６条 会員は，次の区分により会費を納入しなければならない。 

 （１）個人会員は，１口，年額２，０００円以上納付するものとする。 

 （２）法人・団体会員は，１口，年額１０，０００円以上納付するものとする。 

 （３）特別会員は，会費を負担しないものとする。 

 ２．本会の会費は毎年９月末日までに又は入会の際に納入するものとする。 

 ３．既納の会費は返還しないものとする。 

（入 会） 

第７条 本会の会員になろうとする者は，入会申込書を会長に提出し承認を得なければな

らない。 

（退 会） 

第８条  会員が退会しようとするときは，退会届を会長に提出しなければならない。ただ

し，会員の死亡，組織の解散等により退会届を提出することができない場合はこの

限りではない。 

 



２．３年以上会費を納入しない会員は，前項の規定によらず退会したものとみなすことが

できる。 

 

第４章 役 員 

（役 員） 

第９条 本会に，次の役員を置く。 

 会 長  １名 

 副会長  ３名以内 

 理 事  １６名以内 

 監 事  ２名 

（役員の選任） 

第１０条 理事，監事は総会において会員の中から選任する。 

 ２．会長，副会長は理事の互選とする。 

（役員の職務） 

第１１条 会長は本会を代表し，会務を総理し，会議の議長となる。 

 ２．副会長は，会長を補佐し，会長に事故ある時はその職務を代理する。 

 ３．理事は，重要なる会務を審議する。 

 ４．監事は，本会の会務及び会計を監査する。 

（役員の任期） 

第１２条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

 ２．補欠により就任した役員の任期は，前任者の残任期間とする。 

 ３．役員は，任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を遂行する。 

（役員の報酬） 

第１３条 役員は無報酬とする。ただし，職務のための旅行に要する費用はこれを支給す

ることができる。 

（顧問及び参与） 

第１４条 本会に顧問及び参与を置くことができる。 

 ２．顧問及び参与は，理事会に諮り会長がこれを委嘱する。 

 ３．顧問及び参与は会長の諮問に応じて，意見を述べまたは会議に出席して意見を述べ

ることができる。 

（事務局） 

第１５条 本会に事務局を設け，職員を置き，会長がこれを任免する。 

 ２．職員は上司の命を受け，会務に従事する。 

 

第５章 会 議 

（会 議） 

第１６条 本会の会議は，総会及び理事会とする。 

（総 会） 

第１７条 総会は，通常総会と臨時総会とし，通常総会は毎年１回これを開催し，臨時総

会は会長が必要と認めた時これを招集する。 

 ２．総会は正会員数の半数以上の出席（委任状出席を含む。）がなければ，議事を開き議

決することができない。 

 ３．総会において議決する事項は次のとおりとする。 

 （１）事業報告及び収支決算に関する報告 

 （２）収支予算に関する事項 

 



 （３）会則の改廃に関する事項 

 （４）役員の選出に関する事項 

 （５）その他必要と認める事項 

 

（理事会） 

第１８条 理事会は会長において必要と認めるときこれを招集する。 

 ２．理事会は理事の半数以上の出席（委任状出席を含む。）がなければ，議事を開き議決

することができない。 

 ３．理事会において議決する事項は次のとおりとする。 

 （１）総会に付議する事項 

 （２）本会の運営に関する事項 

 （３）その他会長が必要と認める事項 

（会議の議事） 

第１９条 会議の議事は，出席者（委任者を含む。）の過半数をもって決する。 

 ２．可否同数のときは，議長がこれを決する。 

 

    第６章 委員会及び専門部会 

（事業企画委員会及び専門部会） 

第２０条 会長は，本会の事業を円滑に実施するため，事業企画委員会及び専門部会を置

くことができる。 

 ２．事業企画委員会の委員は，理事の中から選任し，１０名以内とする。 

３．事業企画委員会において協議する事項は次のとおりとする。 

（１）事業の企画立案に関する事項 

（２）予算編成案に関する事項 

（３）その他会長が必要と認める事項 

 ４．専門部会の委員は，会員の中から選任し，若干名とする。 

５．専門部会において協議する事項は次のとおりとする。 

（１）専門的分野に関する事項 

（２）その他会長が必要と認める事項 

 ６．事業企画委員会及び専門部会に関する必要な事項は，会長が別に定める。 

 

第７章 会 計 

（会計年度） 

第２１条 本会の会計年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月３１日に終わる。 

（経 費） 

第２２条 本会の経費は，会費，補助金，寄付金その他の収入をもってこれに充てる。 

（会計書類等） 

第２３条 会長は，毎年度事業終了後次の書類を作成し，通常総会までに監事に提出して，

その監査を受けなければならない。 

（１）事業報告 

（２）収支に関する決算書類 

（３）その他必要な書類 

２．監事は，前項の書類を受理したときは，これを監査し，監査報告を作成して総会に

提出しなければならない。 

３．会長は，前項の書類及び報告書について総会の承認を得た後これを事務所に備えて

おかなければならない。 



 

第８章 雑 則 

（その他） 

第２４条 この会則に定めもののほか，本会事業の運営上必要な事項は会長が別に定める。 

 

 

付 則 

 この会則は，平成１８年 ７月 ７日から施行する。 

 この会則は，平成２１年 ６月２２日から施行する。 

 この会則は，平成２４年 ６月２５日から施行する。 

 この会則は，平成２５年 ６月２８日から施行する。 

この会則は，平成２７年 ６月１５日から施行する。 


